
名寄市 法適用不利益処分個票

1

ID: 838
担当部署: 経済部 農務課 農政係

処分の概要 農用地利用規程の認定の取消し

法 令 名

根 拠 条 項
農業経営基盤強化促進法 第24条第3項

法 令 番 号 昭和55年法律第65号

【基準】

法第24条第3項の規定による。

(農用地利用規程の変更等)

第24条

3 同意市町村は、認定団体が前条第1項の認定に係る農用地利用規程(前2項の規定による変更

の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つてい

ないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことが

できる。

政令第10条の規定による。

(農用地利用規程の認定の取消しの事由)

第10条 法第24条第3項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 農用地利用規程について法第23条第1項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」と

いう。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。

(2) 法第6条第5項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第24条第1項又は第2

項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第23条第3項第1

号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程につ

いて法第24条第1項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省

令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。
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